
平成™˜年˜月�日 火曜日 第› Ÿ›号官 報
〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
号

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
別
表
二
の
付
表
第
十
七
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
五
年
一
月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
八
十
二
号

（
タ
イ
王
国
産
ナ
ン
カ
ン
ワ
ン
種
、
ナ
ン
ド
ク
マ
イ
種
、

ピ
ム
セ
ン
ダ
ン
種
、
マ
ハ
チ
ャ
ノ
種
及
び
ラ
ッ
ド
種
の
マ

ン
ゴ
ウ
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準

を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
六
日

農
林
水
産
大
臣

石
破

茂

一
中
「
タ
イ
王
国
の
」
を
「
タ
イ
の
」
に
、「
タ
イ
王
国

植
物
防
疫
機
関
」
を
「
タ
イ
植
物
防
疫
機
関
」に
改
め
る
。

三
の
^

中
「
タ
イ
王
国
植
物
防
疫
機
関
」
を
「
タ
イ
植

物
防
疫
機
関
」
に
改
め
る
。

四
の
^

中
「
四
十
六
・
五
度
」
を
「
摂
氏
四
十
六
・
五

度
」
に
、「
四
十
三
度
」
を
「
摂
氏
四
十
三
度
」
に
、「
四
十

七
度
」
を
「
摂
氏
四
十
七
度
」
に
改
め
、
同
_

中
「
四
十

三
度
」
を
「
摂
氏
四
十
三
度
」
に
、「
四
十
七
度
」
を
「
摂

氏
四
十
七
度
」
に
改
め
る
。

五
中
「
実
施
さ
れ
た
」
を
「
実
施
さ
れ
て
い
る
」
に
改

め
る
。

六
の
`

及
び
七
中
「
タ
イ
王
国
植
物
防
疫
機
関
」を「
タ

イ
植
物
防
疫
機
関
」
に
改
め
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
四
号

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
別
表
二
の
付
表
第
十
九
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
四
年
五
月
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
十
八
号

（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
産
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
果
実
に
係
る
農

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
六
日

農
林
水
産
大
臣

石
破

茂

四
の
_

の
イ
中
「
六
度
以
上
十
二
度
」
を
「
摂
氏
六
度

以
上
摂
氏
十
二
度
」
に
改
め
、
同
`

の
ア
の
表
の
果
実
温

度
の
欄
中
「
二
十
二
度
以
上
」
を「
摂
氏
二
十
二
度
以
上
」

に
、「
十
七
度
以
上
二
十
二
度
」
を
「
摂
氏
十
七
度
以
上
摂

氏
二
十
二
度
」
に
、「
十
二
度
以
上
十
七
度
」
を
「
摂
氏
十

二
度
以
上
摂
氏
十
七
度
」
に
、「
六
度
以
上
十
二
度
」を「
摂

氏
六
度
以
上
摂
氏
十
二
度
」
に
改
め
る
。

五
中
「
実
施
さ
れ
た
こ
と
」
を
「
実
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
」
に
改
め
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
五
号

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
別
表
二
の
付
表
第
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭

和
四
十
七
年
五
月
二
十
七
日
農
林
省
告
示
第
七
百
九
十
八

号
（
ハ
ワ
イ
諸
島
産
ソ
ロ
種
パ
パ
イ
ヤ
生
果
実
に
係
る
農

林
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
六
日

農
林
水
産
大
臣

石
破

茂

一
及
び
二
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

三
の
_

の
ア
中
「
チ
チ
ユ
ウ
カ
イ
ミ
バ
エ
」を「
チ
チ
ュ

ウ
カ
イ
ミ
バ
エ
」
に
改
め
、
同
イ
中
「
行
な
わ
れ
た
」
を

「
行
わ
れ
た
」
に
改
め
る
。

四
中
「
四
十
七
・
二
度
」
を
「
摂
氏
四
十
七
・
二
度
」

に
改
め
る
。

五
中
「
三
の
^

」
の
下
に
「
の
検
査
」
を
加
え
、「
実
施

さ
れ
た
こ
と
」
を
「
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
」に
改
め
る
。

六
の
_

中
「
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
「
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

七
及
び
八
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

九
中
「
行
な
わ
れ
た
各
生
果
実
」
を
「
行
わ
れ
た
生
果

実
の
こ
ん
包
」
に
、「
の
表
示
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

そ
の
こ
ん
包
に
は
、」を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
六
号

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）別
表
二
の
付
表
第
三
十
六
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
二
年
五
月
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
十
三

号
（
ハ
ワ
イ
諸
島
産
ケ
イ
ト
種
及
び
ヘ
イ
デ
ン
種
の
マ
ン

ゴ
ウ
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を

定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
六
日

農
林
水
産
大
臣

石
破

茂

四
中
「
四
十
七
・
二
度
」
を
「
摂
氏
四
十
七
・
二
度
」

に
改
め
る
。

五
中
「
実
施
さ
れ
た
こ
と
」
を
「
実
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
」
に
改
め
る
。

九
中
「
各
生
果
実
」
を
「
生
果
実
の
こ
ん
包
」
に
、「
の

表
示
が
な
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
こ
ん
包
に
は
」
を

「
及
び
」
に
改
め
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
六
日

農
林
水
産
大
臣

石
破

茂

一

保
安
林
の
所
在
場
所

熊
本
県
八
代
市
泉
町
栗
木
字

廣
川
間
六
〇
一
五
の
二
、
六
〇
一
五
の
四
、
六
〇
一
五

の
五
、六
〇
一
五
の
六（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。字

廣
川
間
六
〇
一
五
の
二
・
六
〇
一
五
の
四
か

ら
六
〇
一
五
の
六
ま
で
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
熊
本
県
庁
及
び
八
代
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
六
日

農
林
水
産
大
臣

石
破

茂

一

保
安
林
の
所
在
場
所

熊
本
県
葦
北
郡
芦
北
町
大
字

田
浦
町
字
外
平
二
一
の
一
、
二
二
の
一
、
二
四
の
一
、

二
七
の
一
、
三
一
の
一
、
三
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
熊

本
県
庁
及
び
芦
北
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
六
日

農
林
水
産
大
臣

石
破

茂

一

保
安
林
の
所
在
場
所

熊
本
県
阿
蘇
郡
産
山
村
大
字

田
尻
字
北
西
小
坪
四
八
二
の
二

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

^

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

_

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
熊

本
県
庁
及
び
産
山
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
六
日

農
林
水
産
大
臣

石
破

茂

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
三
号

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
別
表
二
の
付
表
第
四
十
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
五
年
四
月
二
十
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
二

十
一
号
（
タ
イ
王
国
産
マ
ン
ゴ
ス
チ
ン
の
生
果
実
に
係
る

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
六
日

農
林
水
産
大
臣

石
破

茂

一
中
「
タ
イ
王
国
の
」
を
「
タ
イ
の
」
に
、「
タ
イ
王
国

植
物
防
疫
機
関
」
を
「
タ
イ
植
物
防
疫
機
関
」に
改
め
る
。

三
の
^

中
「
タ
イ
王
国
植
物
防
疫
機
関
」
を
「
タ
イ
植

物
防
疫
機
関
」
に
改
め
る
。

五
中
「
実
施
さ
れ
た
」
を
「
実
施
さ
れ
て
い
る
」
に
改

め
る
。

六
の
`

及
び
七
中
「
タ
イ
王
国
植
物
防
疫
機
関
」を「
タ

イ
植
物
防
疫
機
関
」
に
改
め
る
。

九
中
「
生
果
実
に
は
」
を
「
生
果
実
の
各
こ
ん
包
又
は

束
ね
た
こ
ん
包
に
は
」
に
、「
の
表
示
が
な
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
、
そ
の
こ
ん
包
に
は
、」を
「
及
び
」
に
改
め
る
。
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